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るために、就業規則第〇条に規定する年次有
給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年
間に5日、2人以上の場合は1年間につき10
日を限度として、子の看護休暇を取得すること
ができる。この場合の1年間とは、4月1日か
ら翌年3月31日までの期間とする。

2　子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連
続又は終業時刻まで連続して取得することが
できる。

②必要に応じ、労使協定を見直しましょう
子の看護・介護休暇を時間単位で取得することに困難
な業務がある場合は、労使で十分に話し合った上で、労
使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対
象からその業務に従事する従業員を除外することができ
ます。

3．両立支援助成金
子の看護・介護休暇を取得した時間は、無給として
扱って問題ありませんが、有給制度を導入し、休暇を取
得した従業員が生じたなど要件を満たした事業主には両
立支援助成金が支給されることがあります。

●育児休業等支援コース（職場復帰後支援）
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な
時期にある労働者のための制度導入などの支援に取り組
み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

●介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の
円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休
業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟
な就労形態の制度、 介護両立支援制度の利用者が生じ
た中小企業事業主に支給します。

就業規則の規程変更や両立支援助成金申請について
は、社会保険労務士にご相談ください。

2021年1月に育児介護休業法施行規則
が改正されるとのことですが、それに伴
い、企業として取り組むべきことはありま
すか？

この度の法改正では、子の看護・介護
休暇が時間単位で取得できるようになりま
す。これに伴い、企業は育児介護休業規
程の変更、監督署への届け出、従業員へ

の周知を行う必要があります。加えて、業務内容によっ
ては労使協定の見直しが必要です。また、子の看護・介
護休暇取得に関する助成金もあるため、こちらも併せて
確認しておきましょう。

1．育児介護休業法の改正ポイント
改正前の子の看護・介護休暇は1日単位・半日単位

の取得のみとされています。また、1日の所定労働時間
が4時間以下の従業員は取得できません。
改正後は1時間単位での取得が可能になり、さらに全

ての従業員が取得できるようになります。
また、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、

就業時間の途中に再び戻るという「中抜け」については
法令上求められていませんが、法を上回る制度として「中
抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮が求められて
います。

2．企業として取り組むべきこと
①規程の変更、監督署への届け出、従業員への周知が
必要です
現行の育児介護休業規程に、時間単位での休暇を追

加する必要があります。

就業規則の規程例（子の看護休暇の場合）
1　小学校就学の始期に達するまでの子を養育す
る従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又
は疾病にかかった当該子の世話をするために、
又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせ
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④相談者・行為者のプライバシー保護の措置及び、相談
等により解雇等の不利益な取り扱いをされない旨の規
定の設置・周知・啓発
→社内体制の整備や、研修等が有効といえます。

3．対策の必要性について
パワハラ被害者は、心身に重大な被害を受ける場合が
あります。加害者は損害賠償等の責任を、会社も使用
者責任等の責任を問われることがあります。その際、会
社が上記の措置義務を怠っていると、会社の責任が認め
られやすくなる可能性もあります。何より、パワハラが起
きるような環境では、労働者が本来の力を発揮できず、
会社全体の士気が下がるといえるでしょう。
上記の体制整備や担当者のスキル習得等には一定の時
間を要します。体制完備のもと2022年を迎えられるよ
う、早めの対策をしていただきたいと思います。

4．おわりに
福岡県弁護士会中小企業法律支援センターでは、事
業者向けに初回無料の法律相談（ひまわりほっとダイヤ
ル：0570-001-240）を実施しています。お気軽にご相
談ください。

パワーハラスメント（以下「パワハラ」と
省略します）に関する法律が改正され、企
業側にパワハラ対策の義務が生じたという

噂を聞きました。私の会社ではどのような対策をすれば
いいのでしょうか。

1．はじめに
「労働施策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律」の改正を受け、中小企業の場合、2022年4
月1日から、パワハラの雇用管理上の措置が義務化され
ます（※大企業は2020年4月から施行済み）。

2．改正により会社がとるべき雇用管理上必要な措置
①事業主によるパワハラを行ってはならない旨の方針の
明確化と周知・徹底
→就業規則の改正、従業員向け研修・セミナー開催
といった対応が有効です。

②相談に応じ、適切に対応するために必要な相談窓口
設置等の体制の整備
→中小企業では社内に専門の部署・窓口を設けること
が困難であることも多いため、公正を確保した外部
窓口として弁護士に委託するケースもあります。

③パワハラ発生時の迅速・適切な事実確認・適正な措置
→万が一の事態に備え、事実確認のマニュアルやフ
ロー構築、担当者の教育が考えられます。適正な措
置としては、被害者への補償や加害者への懲戒処
分等の体制の整備をしておくことが重要です。
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